
事案の概要 
 

注）本資料は、説明のために簡略化しており、一部、省略やデフォルメされるところがある。 

 

外国投資法人Ｂ 

＜平成21年～同26年11月＞ 

運営 

運営関係者 

監査 

外国投資法人Ａ 

ＴＰＦ 

甲年金基金 

乙年金基金 

当社 

国内 
私募投信 

一任 
契約 

＜平成26年11月以降～＞ 

ＴＰＦ 

一任 
契約 

投資証券 
 

（生命保険証券を裏付けとする） 
 
 
 
 

投資証券 
（生命保険証券を裏付けとする） 

Ｘ社 
（運用会社） 

監査法人 
不適正 
意見 

○ 継続的な年次でのモニタリングが未実施 
 
○ 外国投資法人の純資産価額の妥当性 
  についての検証が未実施 
 
○ 乗換えに関する調査・確認が不十分 
   ・外国投資法人Ｂの信用リスク 
   ・生命保険証券の移管リスト等 
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